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【
受
付
期
間
・
場
所
】

一
月
二
十
二
日
（
月
）
か
ら
一
月

二
十
六
日
（
金
）
ま
で
、
次
の
場

所
で
受
け
付
け
ま
す
。

・
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（
大
崎

保
育
所
横
）

�
３
５
・
０
４
３
３

・
仁
淀
総
合
支
所
健
康
福
祉
課
　
　

�
３
２
・
１
１
３
２

・
池
川
総
合
支
所
健
康
福
祉
課
　
　

�
３
４
・
２
１
１
２

※
受
付
書
類
（
入
所
申
込
書
・
就

労
証
明
書
）
は
、
右
記
に
あ
り

ま
す
。

【
受
付
時
に
持
参
す
る
物
】

・
入
所
申
込
書
と
印
鑑

・
就
労
証
明
書
（
父
親
・
母
親
と

も
必
要
）

・
源
泉
徴
収
票
　
平
成
十
八
年
分

（
父
親
・
母
親
、
そ
の
他
世
帯

内
で
給
与
所
得
が
あ
る
者
全

員
）

※
昨
年
一
月
一
日
の
住
所
が
町
外

の
者
は
、
市
町
村
民
税
の
課
税

証
明
（
父
親
・
母
親
）

【
入
所
の
基
準
】

（
１
）
居
宅
外
で
労
働
す
る
こ
と

を
常
態
と
し
て
い
る
こ
と
。

（
２
）
居
宅
内
で
当
該
児
童
と
離

れ
て
日
常
の
家
事
以
外
の
労
働

を
す
る
こ
と
を
常
態
と
し
て
い

る
こ
と
。

（
３
）
妊
娠
中
で
あ
る
か
、
ま
た

は
出
産
後
間
が
な
い
こ
と
。

（
４
）
疾
病
に
か
か
り
、
も
し
く

は
負
傷
し
、
ま
た
は
精
神
も
し

く
は
身
体
に
障
害
を
有
し
て
い

る
こ
と
。

（
５
）
長
期
に
わ
た
り
疾
病
の
状

態
に
あ
る
、
ま
た
は
精
神
も
し

く
は
身
体
に
障
害
を
有
す
る
同

居
の
親
族
を
常
時
介
護
し
て
い

る
こ
と
。

（
６
）
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ

の
他
の
災
害
の
復
旧
に
当
た
っ

て
い
る
こ
と
。

（
７
）
町
長
が
認
め
る
前
各
号
に

類
す
る
状
態
に
あ
る
こ
と
。

【
入
所
の
決
定
と
通
知
】

入
所
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
調

査
の
上
保
護
者
あ
て
に
通
知
し
ま

す
。

【
保
育
料
の
通
知
】

保
育
料
の
通
知
に
つ
い
て
は
、

児
童
の
家
族
の
前
年
中
の
所
得
状

況
と
、
前
年
度
分
の
税
額
な
ど
に

よ
り
計
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
所
得

の
確
定
申
告
後
の
四
月
中
旬
ご
ろ

と
な
り
ま
す
。

【
継
続
児
】

年
度
始
め
の
入
所
申
込
書
の
提

出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
就
労

証
明
書
の
提
出
お
よ
び
源
泉
徴
収

票
ま
た
は
課
税
証
明
書
な
ど
保
育

料
算
定
資
料
の
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。
保
育
所
（
ま
た
は
役
場
）

か
ら
通
知
し
ま
す
。

【
慣
ら
し
保
育
】

新
入
児
に
つ
い
て
は
、
個
々
の

状
況
に
よ
り
慣
ら
し
保
育
を
し
て

い
ま
す
。
入
所
希
望
保
育
所
で
の

面
接
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

町
内
保
育
所

町
立
大
崎
保
育
所
　
大
崎
２
０
０
　

�
３
５
・
０
１
５
２

町
立
大
崎
保
育
所
分
園
名
野
川
保

育
所
　
名
野
川
２
７
│
１

�
３
６
・
０
１
２
６

町
立
ふ
た
ば
保
育
所
　
森
３
３
３

６
│
３
　
　
�
３
２
・
１
０
２
１

町
立
長
者
保
育
所
　
長
者
乙
２
５

０
２
│
２
　
�
３
２
・
１
７
５
６

私
立
池
川
保
育
園
　
土
居
甲
１
１

９
０

�
３
４
・
２
４
２
７

平
成
十
九
年
度
保
育
所
入
所
の
ご
案
内

平
成
十
九
年
四
月
入
所
希
望
者
の
申
込
受
け
付
け
を
次
の
要
領

で
行
い
ま
す
の
で
、
期
間
内
に
申
込
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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東洋整体蘇生術は、西洋医学の解剖学、生理学に基づいて、東洋医学
4000年の体験医学を取り入れ、直接的に人間が本来持っている自然治
癒力を高めるために、骨格、神経、筋肉、血行、栄養の５つの要素を、矯正と
調整することにより、痛みをとり体の病的な状態を、本来の機能に回復させ
る治療法です。

午前８時～午後６時まで
◎休　　日…木曜日
◎治療時間…約35分
◎料　　金…2,000円
◎受　　付　・電話予約承ります

・予約なしでも可
※整体のできる服装でお越しください。

住所　仁淀川町土居甲１０５２
お問い合わせ・ご予約は
TEL０８８９・３４・２６３０

●安部病院�

●さくらま百貨●さくらま百貨�●さくらま百貨�
●郵便局●郵便局�●郵便局�

酒井酒店●�

酒井医院�
　　　●�

仁淀川町池川総合支所仁淀川町池川総合支所�
　　　　　　　　●　　　　　　　　●�
仁淀川町池川総合支所�
　　　　　　　　●�

三叉�

おかもと整体e�P

北浦橋�

q
�

田村�

川口川口�
R439R439R439
川口� 大崎�

R33

至
越
知
町�

至
久
万
高
原
町�

至
用
居� 至

い
の
町�

P

東洋整体蘇生術士会認定

おかもと整体

平成19年度も引き続き、仁淀高等学校の育
成強化のため、同校に進学する生徒の保護者
に進学奨励金を支給する予定です。
奨励金は、入学年度に10万円が支給されま

す。
詳細は教育委員会または各教育事務所へお

問い合わせください。

教育委員会　　　�３５・００１９
池川教育事務所　�３４・２４８０
仁淀教育事務所　�３２・１０４１

経済的理由により修学が困難な学生および生徒に対し、奨
学資金の貸し付けを行います。

１．資　格

仁淀川町（旧町村から）に２年以上住所を有し、町税な
どの滞納がない者の子で次の条件を満たす者。
・品行方正にして勉学意欲旺盛で学資支弁の困難な者
・高等学校（通信制除く）、高等専門学校、大学（大学院、
短期大学含む）、専修学校に籍を置く者

２．貸与額

①高等学校、高等専門学校、専修学校に在籍する者
１カ月　２万円以内

②大学に在籍する者
１カ月　３万円以内

３．返　還

卒業後、満１カ年を経過した月から毎月その借受金と同
額を返済する。ただし、本人の便宜上奨学金の全部または
一部を繰り上げて返還することができる。

４．申請締め切り（貸与願、成績証明書提出）

平成19年３月30日（教育委員会または各教育事務所必着）
５．その他

保証人が２名必要です。（１名は父母または親族縁故者、
１名は町内の者）

※詳細は仁淀川町教育委員会もしくは各教育事務所までお問
い合わせください。

み
ん
な
集
ま
れ
！

神
楽
・
和
太
鼓
発
表
会

主
催
・
地
域
子
ど
も
教
室
山
里
デ
イ
ス
ク

ー
ル
実
行
委
員
会

名
野
川
小
、
大
崎
小
、
吾
川
中
、
仁
淀
高

の
児
童
生
徒
と
名
野
川
磐
門
神
楽
保
存
会
、

玄
蕃
太
鼓
振
興
会
の
皆
さ
ん
に
よ
る
、
地
域

伝
統
芸
能
の
発
表
会
を
開
催
し
ま
す
。
お
誘

い
合
わ
せ
の
上
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

日
時
　
二
月
十
日
（
土
）

午
後
一
時
三
十
分
〜
三
時
三
十
分

場
所
　
中
央
公
民
館

仁淀高等学校進学奨励金
19年度も実施

仁淀川町奨学資金の貸し付け

広 告
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地域安全アドバイス�
＊＊＊佐川警察署内・高吾北地区地域安全協会 @22-0560＊＊＊�

あなたを狙うあの手この手－悪質商法の手口－�
�                       悪質商法の種類について－その③－�

　こんな商品買った�
覚えがないけど？？�

このような手口も�
あります�

期間が経過するまでは、商品は慎重に�
保管しましょう。�

不審に思った場合は、     佐川警察署までご相談を。  �
    佐川警察署【相談係】                        �
                       （電話）２２－０１１０  

広 告

「１１０番」は、事件・事故を知った皆さんか

ら緊急に警察へ通報するための「緊急電話」で

す。

１月10日は「１１０番の日」です。

１１０番は、あなたの生命・身体・財産を守

る電話です。

１１０番をかけるときは、まず落ち着いて

「いつ」「どこで」「どんな事件・事故が起きたか」

「犯人は誰か」「どちらへ逃げたか」など、警察

官の質問に落ち着いて分かりやすくお話しくだ

さい。

佐川警察署

110番  地域を守る  ホットライン�新春のお慶びを申し上げます

本年もよろしく
お願い申し上げます

相続登記、商業登記、債務整理・自己破産、裁判に
関する手続き等に、司法書士をお気軽にご活用くだ
さい。

司法書士法人フレンズ
司法書士　　岡　村　敬　造

仁淀川町大崎４４４－１（ＪＡコスモス吾川支所前）
電　話　０８８９－２０－２０２６
ＦＡＸ　０８８９－２０－２０２７
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種 目
資 格
受 付
試 験 期 日
合 格 発 表

内 容

問い合わせ

自衛官を募集しています
予備自衛官補（一般および技能公募）
18歳以上34歳（技能公募は保有する技能に応じ18歳以上53～55歳）未満
平成19年１月中旬～４月上旬予定
平成19年４月中旬予定
平成１９年５月下旬予定
一般公募（後方地域での警備要員等）と技能公募（語学要員・医療従事者・車両整備士等）があり、所
定の教育訓練終了後予備自衛官として任用されます。予備自衛官補は教育訓練を受ける義務のみ（一
般：50日／3年以内、技能：10日／２年以内）を有し、防衛招集および災害招集応召義務はありません。
自衛隊高知募集案内所　　@０８８・８２３・２００６

交通安全協会からお知らせ�
佐川町丙３５５５　　@２２－０１１０�
佐川警察署・交通安全協会佐川支部�

交通安全協会では会員を対象に、無事故・無違反の方を表彰しています。�
ふるってご応募ください。�

表彰の種類及び基準 ※下記の資格を満たし、他の運転者の模範となる方。

申込書は、佐川警察署内交通安全協会・各町村役場総務課・各分会長に用意してありますので、必要事項
に記入し無事故・無違反証明書申請手数料（７００円）を添えて、申込みをしてください。

※募集期間・・・・平成19年２月９日（金）まで

交通安全協会佐川支部　　　　22－0110

仁淀川町役場本庁　　総務課　35－0111

〃　池川総合支所　住民課　34－2111

〃　仁淀総合支所　住民課　32－1111

大崎分会長　　片岡　晴彦　　35－1369

名野川分会長　鎌倉　　創　　36－0222

橘分会長　　　竹本　光則　　36－0276

池川分会長　　橋本　眞一　　34－2206

仁淀分会長　　大石　武志　　32－2136

長者分会長　　高橋　幸生　　32－1730

表彰種別

支部表彰

県連名表彰

交通栄誉章
（緑十字銅章）

管区表彰

授　与　者
警 察 署 長
支 部 長
警 察 本 部 長
県 協 会 長

全日本交通安全協会長

四国管区警察局長
四国交通安全協会長

７年以上無事故・無違反

10年以上無事故・無違反

10年以上無事故
５年以上無違反
20年以上無事故
10年以上無違反

初めて表彰を受けられる方

支部表彰を受けられた方

県連名表彰を受けられた方

銅章を受けられた方

表彰を受けられる資格

◆申し込みおよび問い合わせ◆


